
                                                           令 和 ２ 年 ６ 月 ３ 日 

 

  川南町立小中学校保護者 殿 

 

                                                     川南町教育委員会教育長 

                              （ 公 印 省 略） 

 

 

    夏季休業期間中の授業日の設定について（お知らせ） 

 

 

 保護者の皆様におかれましては、学校再開に伴うお子様の心身の健康管理及び感染拡大防

止対策に多大なるご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 さて、町内小中学校におきましては、お子様の学びを保障するため、夏季休業期間に授業

日を設定することといたしました。 

つきましては、以下の内容をご確認のうえ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

なお、授業日の日程等の詳細については、各学校の計画等によりご対応くださいますよう

重ねてお願いいたします。 

 

                                    記 

 

１  夏季休業期間に設定する授業日 

◯ ７月２７日（月）・２８日（火）・２９日（水） 

  ８月２６日（水）・２７日（木）・２８日（金） 合計６日間 

 

２  その他 

◯ 上記設定の授業日については、給食を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            （文書取扱 教育課） 



令和２年６月３日

保護者の皆様

川南町立国光原中学校

校 長 宮 元 芳 幸

夏季休業中の授業日の設定について（お知らせ）

梅雨の候 保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。また

平素より本校教育に深いご理解と多大なるご協力を賜りまして、誠にありがとうございま

す。

さて、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に際しまして、保護者の皆様のご理解と

ご協力のもと、拡大防止の措置として学校休業日を設定しました。おかげさまをもちまし

て、本町並びに本校において同ウイルスによる感染症の発現並びに蔓延を防ぐことができ

ました。まことにありがとうございました。

しかし、休業期間の設定により、学習進度の遅滞が発生していることは、報道等でも流

れているところです。本校でも、分散登校等で授業を実施したことにより学習の遅滞は最

小限にとどまっているところではありますが、生徒の確かな学習の保障を十分なものにす

るために、別紙町教育委員会に案内されていた日程で下記のとおり授業日を設定し、授業

を行うこととします。

夏休みの期間ですが、趣旨をご理解いただきまして、子どもたちを登校させてください

ますよう、よろしくお願いします。

なお、この登校日の期間中は、学校給食が提供されますことを申し添えます。また、例

年実施しています夏季休業中の登校日（７月３１日（金）と８月２１日（金））は実施し

ません。

記

○ 夏季休業期間に設定する授業日

７月２７日（月）・２８日（火）・２９日（水）

８月２６日（水）・２７日（木）・２８日（金） 合計６日間

※ 上記設定の授業日については、給食を実施します。

時間割等の詳細につきましては、後日子どもたちに連絡します。

（問い合わせ 国光原中学校 教頭）


